
令和 6 年度第 1 回嘉麻市空家等対策協議会 
 

令和 6 年 8 月 20 日（火）14：00 ～ 
嘉麻市役所本庁舎 防災対策室 

 
◇出席確認（敬称略） 
○嘉麻市空家等対策協議会 

会 長 副会長 
 

赤間幸弘  
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委員 岩永利勝 ２号 
委員 山本健太 ２号 
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委員 頼金豊子 ３号 
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委員 縄田 緑 

４号 
委員 山田耕史 ４号 

委員 金子和也 ５号 
委員 池田幸子   

 
アドバイザー 福岡法務局飯塚支局 統括登記官 藤塚英二 

 
○事務局 

防災対策課長 防災対策課長補佐 消防安全係 
産業振興課 

シティプロモー

ション係長 
上村淳二 藤原誠二 陣上慶子 塚本 明弘 

 
１．開 会 
２．会長あいさつ 
３．委員並びに事務局紹介 
４．副会長の選任について 
５．報告事項 
   ・空家等対策の取組状況について            資料 1～2  

・勧告案件の経過報告について              資料 3  
 
 
 
６．その他 
 
 



区分 氏名 役職 肩書等 備考

赤間
ア カ マ

 幸弘
ユキ ヒ ロ

会長 市長

第１号委員
（市議会議員） 岩永

イワナガ

 利勝
ト シ カ ツ

委員 嘉麻市議会推薦

山本
ヤ マ モ ト

 健太
ケ ン タ

委員 福岡県弁護士会筑豊部会推薦

福丸
フ ク マ ル

 奈々美
ナ ナ ミ

委員 福岡県司法書士会筑豊支部推薦

玉利
タ マ リ

 保博
ヤス ヒ ロ

委員 一般財団法人 福岡県建築住宅センター推薦

柳
ヤナギ

  良太
リ ョ ウ タ

委員
公益社団法人 福岡県宅地建物取引業協会
筑豊支部推薦

頼金
ヨ リ カ ネ

 豊子
ト ヨ コ

委員 嘉麻市行政区長連合会代表者会推薦

坂本
サ カ モ ト

 真一
シ ン イ チ

委員 嘉麻市社会福祉協議会推薦

縄田
ナ ワ タ

 緑
ミドリ

委員 かま男女共同参画推進ネットワーク推薦

山田
ヤ マ ダ

 耕史
タ カ フ ミ

委員 飯塚消防署推薦

金子
カ ネ コ

 和也
カ ズ ヤ

委員 飯塚県土整備事務所推薦

第５号委員
（市民からの公
募による者）

池田
イ ケ ダ

 幸子
サ チ コ

委員 公募委員

嘉麻市空家等対策協議会委員名簿
（令和６年８月20日現在）

第２号委員
（識見を有する

者）

第３号委員
（公共的団体等
が推薦する者）

第４号委員
（関係行政機関職

員）



令和６年７月３１日現在

戸建て 長屋 戸建て 長屋

稲築 422 265 157 62 48 14

山田 252 173 79 34 26 8

嘉穂 204 201 3 25 25 0

碓井 70 69 1 2 2 0

合計 948 708 240 123 101 22

特定法定外空家等・・・
上記特定空家等と同様の状態の長屋建住宅及び共同住宅。

把握している空家数及び状態

空家数（市で把握しているもの） 内　特定空家等及び特定法定外空家等

特定空家等・・・

そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態又は著しく衛生上有
害となるおそれのある状態、適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なって
いる状態その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態に
あると認められる空家等。
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資料1



 

空家等対策の取組状況について 
 

 

１．特定空家等所有者調査状況（令和 6 年 7 月 31 日現在） 

                 全体   内訳 （戸建 ・ 長屋） 

〇所有者の特定        84 件      67 件   17 件 

〇所有者追跡調査中      39 件      34 件    5 件 

     計           123 件      101 件   22 件 

※市が調査等により把握できている件数です。 

 

 

２．適正管理通知書の送達（令和 6 年 7 月 31 日現在） 

 

    発送件数総数     うち令和 5 年度     うち令和 6 年度 

841 件         118 件         35 件 

連絡あり 270 件    連絡あり  41 件    連絡あり 10 件 

連絡なし 571 件    連絡なし  77 件    連絡なし 25 件 

※発送件数総数は、平成 28 年度から現在までの件数です。 

 

 

３．補助金を活用した解体撤去数（令和 6 年 7 月 31 日現在） 

（令和 6 年度） 

地区名 相 談 補助要件該当 自費解体 

稲  築 7 4（1） 0（―） 

山  田 8 5（2） 0（―） 

嘉  穂 1 0（0） 0（―） 

碓  井 2 0（0） 0（―） 

計 18 9（3） 0（―） 

 ※（ ）は市外に住む所有者等の数 

 

 

４．補助活用解体撤去総数 

（平成 28 年度～令和 5 年度） 

地区名 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｒ1 Ｒ2 Ｒ3 Ｒ4 R5 計 

件数 5 4 7 6 16 16 20 16 90 

 

資料２ 



0300
ノート注釈

0300
テキストボックス
資料３　非公開




 〇市の対応の流れ

・物件の現場調査

・所有者（相続人）の特定

・物件の使用状況等の確認

・相続の状況等の確認

・物件の状況の説明・是正依頼

市民等からの情報提供

実態調査（法第9条）

所有者等への事実確認

助言（法１２条）

指導等（法１３条１項）

勧告（法１３条２項）

指導等（法２２条１項）

勧告（法２２条２項）

命令（法２２条３項）

行政代執行（法２２条９項）

【管理不全空家等に該当】

【是正措置が講じられない場合】

【空家等に該当】

【特定空家等に該当】

【是正措置が講じられない場合】

【当該敷地について、固定資産税の
住宅用地特例が解除されます】

【当該敷地について、固定資産税の
住宅用地特例が解除されます】

※管理不全空家として勧告後、状態
が改善されず特定空家等に該当する
ことになった場合、右に記載されて
いる措置を受けることになります。
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